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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成28年4月21日(2016.4.21)

【公開番号】特開2014-211672(P2014-211672A)
【公開日】平成26年11月13日(2014.11.13)
【年通号数】公開・登録公報2014-062
【出願番号】特願2013-86326(P2013-86326)
【国際特許分類】
   Ｇ０８Ｂ  27/00     (2006.01)
   Ｇ０８Ｂ  25/04     (2006.01)
   Ｇ０８Ｂ  25/10     (2006.01)
   Ｇ０８Ｂ  25/08     (2006.01)
   Ｇ０８Ｂ  17/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０８Ｂ   27/00     　　　Ａ
   Ｇ０８Ｂ   25/04     　　　Ｅ
   Ｇ０８Ｂ   25/10     　　　Ｄ
   Ｇ０８Ｂ   25/08     　　　Ａ
   Ｇ０８Ｂ   17/00     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月8日(2016.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　防火対象物である建築物における避難経路上の障害物について、その位置情報を含む障
害物情報を収集して送信する障害物情報収集手段と、
　該障害物情報収集手段から前記障害物情報を受信する通信手段と、
　前記障害物情報を受信したときに当該障害物情報に基づいて障害の程度を判定して判定
結果を出力する判定手段と、
　前記判定結果と前記障害物情報とを関連づけて障害物警告情報として蓄える記憶手段と
、
　前記記憶手段に蓄えた前記障害物警告情報に基づいて、定期的に要注意情報としてのレ
ポートを作成する情報処理手段と、
　前記要注意情報を所定の時刻に防災関係者へ配信する通知手段と、
　前記防災関係者が所持し、前記通知手段からの前記要注意情報を受信して表示する端末
と、
　を具備することを特徴とする防災支援システム。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記判定手段は、少なくとも、前記障害物情報に含まれる障害物の位置情報、前記障害
物情報に含まれる障害物の大きさ、前記障害物が発見された時間帯、のいずれかに基づい
て障害の程度を判定することを特徴とする防災支援システム。
【請求項３】
　請求項１または２において、
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　前記情報処理手段は、障害の程度が大きい位置または障害物の発生頻度が高い位置を要
注意位置として前記要注意情報を作成することを特徴とする防災支援システム。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記情報処理手段は、前記要注意位置を重点警備する巡回経路を生成し、
　前記通知手段は、前記巡回経路を巡回警備開始前に巡回警備者へ配信し、
　前記端末は、前記巡回警備者が所持し、前記通知手段からの前記巡回経路を受信して表
示する
　ことを特徴とする防災支援システム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記通信手段が前記障害物情報を受信したとき、前記通知手段を介して、前記障害物警
告情報を前記端末へ通知することを特徴とする防災支援システム。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかにおいて、
　前記障害物情報収集手段は、避難経路上を撮像するように設置した監視カメラを有し、
該監視カメラの出力を画像処理することによって障害物を検出したとき、あるいは、前記
監視カメラの監視範囲を監視して障害物の有無を感知するように設置した障害物センサが
作動したとき、障害物の画像データを含む障害物情報を送出し、
　前記判定手段は、障害物が検出されたときに前記障害物情報に含まれる画像データを自
動的に映出する表示手段と、前記情報処理手段に判定結果を入力する入力手段と、を有し
、
　前記表示手段に映出された画像に基づいて、防災関係者が障害の程度を判断し、前記入
力手段を介して判断結果を入力することを特徴とする防災支援システム。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかにおいて、
　前記情報処理手段は、火災発生時に自動火災報知設備からの火災信号を受信したとき、
前記記憶手段に蓄えた前記障害物情報の直近の情報を避難困難情報として、前記通知手段
を介して前記端末に通知することを特徴とする防災支援システム。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
（１）この発明の防災支援システムは、防火対象物である建築物における避難経路上の障
害物について、その位置情報を含む障害物情報を収集して送信する障害物情報収集手段と
、該障害物情報収集手段から前記障害物情報を受信する通信手段と、前記障害物情報を受
信したときに当該障害物情報に基づいて障害の程度を判定して判定結果を出力する判定手
段と、前記判定結果と前記障害物情報とを関連づけて障害物警告情報として蓄える記憶手
段と、前記記憶手段に蓄えた前記障害物警告情報に基づいて、定期的に要注意情報として
のレポートを作成する情報処理手段と、前記要注意情報を所定の時刻に防災関係者へ配信
する通知手段と、前記防災関係者が所持し、前記通知手段からの前記要注意情報を受信し
て表示する端末と、を具備することを特徴とする。
（２）また、この発明の防災支援システムは、前記判定手段が、少なくとも、前記障害物
情報に含まれる障害物の位置情報、前記障害物情報に含まれる障害物の大きさ、前記障害
物が発見された時間帯、のいずれかに基づいて障害の程度を判定することを特徴とする。
（３）また、この発明の防災支援システムは、前記情報処理手段が、障害の程度が大きい
位置または障害物の発生頻度が高い位置を要注意位置として前記要注意情報を作成するこ
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とを特徴とする。
（４）また、この発明の防災支援システムは、前記情報処理手段は、前記要注意位置を重
点警備する巡回経路を生成し、前記通知手段は、前記巡回経路を巡回警備開始前に巡回警
備者へ配信し、前記端末は、前記巡回警備者が所持し、前記通知手段からの前記巡回経路
を受信して表示することを特徴とする。
（５）また、この発明の防災支援システムは、前記通信手段が前記障害物情報を受信した
とき、前記通知手段を介して、前記障害物警告情報を前記端末へ通知することを特徴とす
る。
（６）また、この発明の防災支援システムは、前記障害物情報収集手段は、避難経路上を
撮像するように設置した監視カメラを有し、該監視カメラの出力を画像処理することによ
って障害物を検出したとき、あるいは、前記監視カメラの監視範囲を監視して障害物の有
無を感知するように設置した障害物センサが作動したとき、障害物の画像データを含む障
害物情報を送出し、前記判定手段は、障害物が検出されたときに前記障害物情報に含まれ
る画像データを自動的に映出する表示手段と、前記情報処理手段に判定結果を入力する入
力手段と、を有し、前記表示手段に映出された画像に基づいて、防災関係者が障害の程度
を判断し、前記入力手段を介して判断結果を入力することを特徴とする。
（７）また、この発明の防災支援システムは、前記情報処理手段は、火災発生時に自動火
災報知設備からの火災信号を受信したとき、前記記憶手段に蓄えた前記障害物情報の直近
の情報を避難困難情報として、前記通知手段を介して前記端末に通知することを特徴とす
る。
（８）また、この発明の防災支援システムは、防火対象物である建築物における避難経路
上の障害物について、その位置情報と発見時刻とを含む障害物情報を収集して送信する障
害物情報収集手段と、該障害物情報収集手段から前記障害物情報を受信する通信手段と、
前記障害物情報を受信したときに障害物の位置と大きさに基づいて障害の程度を判定して
判定結果を出力する判定手段と、前記判定結果と前記障害物情報とを関連づけて蓄える記
憶手段と、前記記憶手段に蓄えた前記障害物情報と前記判定結果とに基づいて、障害の程
度が大きい位置と頻繁に障害物が置かれる位置とを要注意位置とし、該要注意位置に障害
物が置かれる時間帯の傾向を抽出し、定期的に要注意情報としてのレポートを作成する情
報処理手段と、前記要注意情報を所定の時刻に防災関係者へ配信する通知手段と、前記防
災関係者が所持し、前記通知手段からの前記要注意情報を受信して表示する端末と、を具
備することを特徴とする。
（９）また、この発明の防災支援システムは、前記情報処理手段は、前記要注意位置を重
点警備する巡回経路を生成し、前記通知手段は、前記巡回経路を巡回警備開始前に巡回警
備者へ配信し、前記通知手段からの前記巡回経路を受信して表示する携帯式の巡回警備端
末を前記巡回警備者が所持することを特徴とする。
（１０）また、この発明の防災支援システムは、前記通信手段が前記障害物情報を受信し
たとき、前記情報処理手段は前記防災関係者に通知する障害物警告情報を生成し、前記通
知手段を介して、前記障害物警告情報を前記防災関係者へ通知することを特徴とする。
（１１）また、この発明の防災支援システムは、前記障害物情報収集手段は、避難経路上
を撮像するように設置した監視カメラを有し、該監視カメラの出力を画像処理によって障
害物を検出したとき、あるいは、前記監視カメラの監視範囲を監視して障害物の有無を感
知するように設置した障害物センサが作動したとき、障害物の位置情報と時刻と画像デー
タを障害物情報として送出することを特徴とする。
（１２）また、この発明の防災支援システムは、前記判定手段は、前記情報処理手段が画
像処理によって障害物の位置と大きさとを検出し、自動閉鎖装置の閉鎖を阻害する障害物
、または、避難経路を完全に閉塞する障害物の阻害の程度を最も大きく判定し、避難経路
に占める障害物の大きさによって阻害の程度を判定することを特徴とする。
（１３）また、この発明の防災支援システムは、前記判定手段は、障害物が検出されたと
きに前記障害物情報に含まれる画像データを自動的に映出する表示手段と、前記情報処理
手段に判定結果を入力する入力手段と、を有し、前記表示手段に映出された画像を監視す
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る防災関係者が、自動閉鎖装置の閉鎖を阻害する障害物、または、避難経路を完全に閉塞
する障害物の阻害の程度を最も大きく判定し、避難経路に占める障害物の大きさによって
阻害の程度を判定し、前記入力手段を介して判断結果を入力することを特徴とする
（１４）また、この発明の防災支援システムは、前記情報処理手段は、火災発生時に自動
火災報知設備からの火災信号を受信したとき、前記記憶手段に蓄えた前記障害物情報の直
近の情報を避難困難情報として、前記通知手段を介して前記防災関係者に通知することを
特徴とする。
（１５）また、この発明の防災支援システムは、前記端末は、ネットワークを介して前記
通知手段と通信する携帯端末であることを特徴とする。
（１６）また、この発明の防災支援システムは、前記巡回警備端末は、位置情報を検出す
る位置検出手段と撮像手段とを有し、前記巡回警備者が障害物を発見して該障害物を撮像
すると、前記障害物の画像データとともに撮像時刻と前記位置情報とを送信する障害物情
報収集手段であることを特徴とする。
（１７）また、この発明の防災支援システムは、前記情報処理手段は、前記防災関係者の
管理区域と権限に応じて前記障害物警告情報を加工し、少なくとも前記位置情報に基づい
て該当する区域を管理する防災関係者に対する前記障害物警告情報は、前記障害物に対す
る対応指示を含んで対応結果の報告を求めるものであり、前記端末を介して入力された対
応結果を前記障害物警告情報と関連付けて前記記憶手段に記憶することを特徴とする。
（１８）また、この発明の防災支援システムは、前記障害物情報収集手段は、避難経路上
を監視するように設置した人感センサをさらに有し、前記人感センサが人体を検出してい
る間の画像処理を休止し、前記人感センサが人体を検出しなくなったとき、人体検出直前
の画像と人体検出しなくなった直後の画像とを画像処理によって比較し、障害物の有無を
検出することを特徴とする。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　この発明は、上記（１）～（１８）によれば、避難経路上の障害物を平常時に把握し、
防災関係者に迅速な対応を促す防災支援システムの提供を可能とする。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、この発明は、上記（７）、（１４）によれば、火災発生時の避難に支障のある障
害物の情報を避難困難情報として防災関係者に通知するので、避難誘導を適切に行うこと
ができる。
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